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綾部市告示第１号 

 

 地縁による団体「有安自治会」において告示事項の変更があったので、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１０項の規定により告示する。 

 

  令和７年１月１７日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 変更があった事項及びその内容 

  代表者を 綾部市大島町岡ノ段１番地の８５ 𠮷 岡 正 浩 に変更する 

 

２ 変更の年月日 

  令和５年４月１６日 

 

３ 変更の理由 

  任期満了による交代 
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綾部市告示第２号 

 

綾部市移住者就業・起業支援補助金交付要綱（令和元年綾部市告示第１６６号）の一部

を次のように改正する。 

 

令和７年１月１７日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

第１条中「補助金」の次に「（移住に必要な経費を支援するために交付されるものをい

う。以下同じ。）」を加える。 

第２条第３号中「転入をした者」を「転入（以下「転入」という。）をした者」に改 

め、同号イ中「において東京都区部内に所在する事業所において」の次に「雇用保険法

（昭和４９年法律第１１６号）第４条第１項で規定する被保険者として」を加え、「当該

事業所において業務に従事していた者」を「当該事業所において業務に従事していたも

の」に改め、同条第４号中「の規定により」を「に規定する」に改め、同条第５号中「第

６号」を「次号」に改め、同号ア中「雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第４条第

１項で規定する被保険者として」を削り、同号イ中「アの事業者」を「指定事業者」に改

め、同号エ中「就業し、補助金を申請した日において連続して３月以上在職」を「就業」

に改め、同条第６号イ中「就業し、補助金を申請した日において連続して３月以上在職」

を「就業」に改め、同号に次のように加える。 

  エ 補助金の交付を申請した日から継続して５年以上就業する意思を有している就業

であること。 

第２条第７号中アを削り、イをアとし、ウをイとする。 

第３条第２号中「３月以上」を削る。 

第４条各号を次のように改める。 

（１）対象移住者等（補助金の交付申請者である対象移住者等に限る。以下この条におい

て同じ。）の属する世帯に同一世帯員（対象移住者等が属する世帯の他の世帯員で

あって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。以下この条において同

じ。）がある場合（次号に該当する場合を除く。） １００万円 

  ア 当該同一世帯員（当該転入の日の前日に出生していなかった場合であって、他の

同一世帯員が当該出生に係る母であるときにあっては、当該他の同一世帯員） 

   が、当該転入の前において対象移住者等と同一世帯に属していたこと（対象移住者

等が当該出生に係る母である場合を除く。）。 

  イ 当該同一世帯員が申請の日の１年前の日の翌日から当該申請の日までの期間に転

入（出生による場合を含む。）をしていること。 

  ウ 当該同一世帯員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有していな

いこと。 

（２）同一世帯員に未成年世帯員（申請日の属する年度の前年度の３月３１日において 
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を 

に、 

に 

を 

を 

  １８歳に満たない者（対象移住者等の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚

姻関係と同様の事情にある者を含む。）である者を除く。）をいう。以下この条に

おいて同じ。）がある場合 前号に掲げる額に、１００万円を上限として未成年世

帯員の数を乗じて得た額を加えた額 

（３）前２号に掲げる場合以外の場合 ６０万円 

様式第１号中「付けてください」を「付けてください。」に、 

「 

 

」 

「 

 

 」 

「 

申請日から５年以上継続して、綾部市に居住

し、かつ、就業・起業する意思について 

Ａ．意思がある 

Ｂ．意思がない 

                                      」 

「 

申請日から５年以上継続して、綾部市に居住

する意思について 

Ａ．意思がある 

Ｂ．意思がない 

（就業・起業の場合のみ記載） 

申請日から５年以上継続して、就業・起業す 

る意思について 

Ａ．意思がある 

Ｂ．意思がない 

                                      」 

改め、同様式別紙１中 

「 

 （３）申請日から１年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合：全額 

（４）京都府が定める起業支援事業費補助金交付要領第３条に規定する補助対象者が実施 

  する起業支援事業において交付決定を取り消された場合：全額 

 （５）申請日から３年以上５年以内に綾部市以外の市区町村に転出した場合：半額 

                                     」 

 

 

世帯員の数 

（申請者含む）
人 補助金の種類 就業 ・ テレワーク ・ 起業 

請 求 額 単身 ６００，０００円 ／ 世帯 １，０００，０００円 

世 帯 員 の 数 

（申請者を含む。）
     人  （うち１８歳未満の世帯員数      人） 

補 助 金 の 種 類  就業   ・   テレワーク   ・   起業 

請 求 額    単身 ６００，０００円 ／ 世帯       円 
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を 

に 

「 

（３）京都府が定める起業支援事業費補助金交付要領第３条に規定する補助対象者が実施 

  する起業支援事業において交付決定を取り消された場合：全額 

 （４）申請日から３年以上５年以内に綾部市以外の市区町村に転出した場合：半額     に 

  （就業の場合のみ） 

 （５）申請日から１年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合：全額 

                                      」 

改め、同様式別紙３中 

「 

就業開始年月日  

※テレワーク移住の場合は記

入不要 
応募受付年月日  

雇 用 形 態 □ 週２０時間以上の無期雇用 

勤務者の移住の意思 □ 所属先事業者等からの命令による移住ではない 

テレワーク移住者へ

の資金提供 

□ 勤務者に対しデジタル田園都市国家構想交付金デジタル実装

タイプ（地方創生テレワーク型）を財源とした資金提供をし

ていない 

勤務者と代表又は 

取締役などの経営を 

担 う 者 と の 関 係 

□ ３親等以内の親族に該当しな

い 
※就業・一般の場合のみ記入 

                                       」 

「 

就業開始年月日  

※就業の場合のみ

記入 
応募受付年月日  

雇 用 形 態 □ 週２０時間以上の無期雇用 

勤務者の移住の意思 

□ 所属先事業者等からの命令（転勤、出向、 

  出張、研修等を含む。）による移住では 

  ない 
※テレワーク移住

の場合のみ記入 
テレワーク移住者へ

の資金提供 

□ 勤務者に対しデジタル田園都市国家構

想交付金デジタル実装タイプ（地方創生 

 テレワーク型）又はその前歴事業による 

  資金提供をしていない 

勤務者と代表又は 

取締役などの経営を 

担 う 者 と の 関 係 

□ ３親等以内の親族に該当しない 
※就業・一般の場合

のみ記入 

                                      」 
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に 

を 

を 

改める。 

 様式第２号中 

「 

 ・申請日から１年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合：全額 

・京都府が定める起業支援事業費補助金交付要領第３条に規定する補助対象者が実施す 

 る起業支援事業において交付決定を取り消された場合：全額 

 ・申請日から３年以上５年以内に本市以外の市区町村に転出した場合：半額 

                                     」 

「 

 ・京都府が定める起業支援事業費補助金交付要領第３条に規定する補助対象者が実施す 

  る起業支援事業において交付決定を取り消された場合：全額 

 ・申請日から３年以上５年以内に本市以外の市区町村に転出した場合：半額       に、 

  （就業の場合のみ） 

 ・申請日から１年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合：全額 

                                     」 

「フラット３５地域活性化型（地方移住支援）」を「【フラット３５】地方移住支援

型」に改める。 

 様式第４号中 

「 

世 帯 員 の 数 

（申請者含む） 
人 補助金の種類 就業 ・ テレワーク ・ 起業 

交付を受けた金額 単身 ６００，０００円 ／ 世帯 １，０００，０００円 

」 

「 

世 帯 員 の 数 

（申請者を含む。） 
     人  （うち１８歳未満の世帯員数      人） 

補 助 金 の 種 類   就業   ・   テレワーク   ・   起業 

交付を受けた金額     単身 ６００，０００円 ／ 世帯         円 

」 

改める。 

 

   附 則 

１ この告示は、令和７年１月１７日から施行し、改正後の綾部市移住者就業・起業支 

 援補助金交付要綱の規定は、令和６年９月２７日から適用する。 

２ この告示による改正後の綾部市移住者就業・起業支援補助金交付要綱の規定は、令和 

６年９月２７日以後に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、な 

お従前の例による。 
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綾部市告示第３号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第４２条の２に規定する地域密着型サ

ービス事業者について、法第７８条の２の規定により指定したので、法第７８条の１１の規定により、

次のとおり告示する。 

 

 令和７年１月２０日 

 

綾部市長 山 崎 善 也     

 

１ 申請者の名称  株式会社ミストラルサービス 

 

２ サービスの種類  地域密着型通所介護 

 

３ 事業所の名称  ミストラル活き活きクラブ 

 

４ 事業所の所在地  綾部市広小路二丁目１２－１ 

 

５ 事 業 所 番 号  ２６９１８００２３５ 

 

６ 指 定 年 月 日  令和７年２月１日 
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綾部市告示第４号 

 

綾部市物価高騰非課税世帯支援給付金支給事業実施要綱を次のように定める。 

 

令和７年１月３０日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市物価高騰非課税世帯支援給付金支給事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策（令和６年

１１月２２日閣議決定）の趣旨を踏まえ、物価高騰の影響を受け、特に家計への影響が

大きい住民税非課税世帯に対して、予算の範囲内において、臨時的な措置として実施す

る、物価高騰非課税世帯支援給付金支給事業（以下「支給事業」という。）の実施に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において支給される物価高騰非課税世帯支援給付金（以下「支援給付 

金」という。）は、前条の趣旨を達するために、本市によって贈与される給付金をいう。 

（支給対象者） 

第３条 支援給付金の支給の対象となる者は、令和６年１２月１３日（以下「基準日」と

いう。）において、本市の住民基本台帳に記録されている者（基準日以前に、住民基本

台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条の規定により住民票を消除されていた者で、

基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録

されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることと

なったものを含む。）であって、同一の世帯に属する者全員が、地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）の規定による令和６年度分の市町村民税（同法の規定による特別区民

税を含む。以下同じ。）均等割が課されていないもの又は市町村の条例で定めるところ

により当該市町村民税均等割を免除されたものである世帯の世帯主とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、令和６年度分の市町村民税均等割が課税されている者の扶

養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民

税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。 

（支給額） 

第４条 前条の規定による支給対象者に対して支給する支援給付金の額は、１世帯当たり

３万円とする。 

２ 前条第１項に規定する支給対象世帯のうち、同一の世帯に平成１８年４月２日から令

和７年３月３１日までの間に出生した者（児童手当法（昭和４６年法律第７３号）第３

条第３項に規定する施設入所等児童を除く。以下「こども」という。）を含む世帯につ

いては、前項に定める額に、当該世帯において扶養されているこども１人当たり２万円
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を加算する。 

（受給権者） 

第５条 支援給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世

帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中か

ら新たに当該世帯の世帯主となった者とし、これにより難い場合は、死亡した世帯主以

外の世帯構成者のうちから選ばれた者とする。 

２ 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）、知的障害者福祉

法（昭和３５年法律第３７号）及び老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）に定める

措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。 

（給付金の支給申請） 

第６条 支援給付金の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、第３条に

定める支給対象者に応じて、物価高騰非課税世帯支援給付金支給要件確認書（請求書）

（様式第１号。以下「確認書」という。）又は物価高騰非課税世帯支援給付金申請書 （請

求書）（様式第２号。以下「申請書」という。）に必要な書類を添えて、市長に提出し

なければならない。 

２ 申請者は、前項の規定により確認書又は申請書（以下「確認書等」という。）を提出

するときは、申請者本人による申請であることを証するため、公的身分証明書の写し等

を提出し、又は提示しなければならない。 

（代理による支給申請） 

第７条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書等の提出を行うことがで

きる者は、原則として次に掲げる者に限る。 

（１）基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者 

（２）法定代理人（親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保

佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人） 

（３）親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で特に市長が

認める者 

２ 代理人が申請者に代わって申請する場合は、原則として委任状の提出及び代理人の公

的身分証明書の写し等の提出をしなければならない。なお、確認書を提出する場合につ

いては、確認書の委任欄に記載するものとする。 

３ 市長は、代理人が第１項第１号の者にあっては住民基本台帳により、また、同項第２

号及び第３号の者にあっては市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとす

る。 

（確認書等の受付開始日及び提出期限） 

第８条 確認書等の受付開始日及び提出期限は、市長が別に定める日とする。 

（支給の決定） 

第９条 市長は、第６条の規定により確認書等の提出があったときは、速やかに内容を確

認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し支援給付金を支給するものとする。 

（支給の方法） 
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第１０条 支援給付金の支給については、当該支給対象者が指定した金融機関の口座に振

り込むものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、窓口支給とす 

る。 

（１）金融機関に口座を開設していない場合 

（２）特に市長が必要と認めた場合 

（支援給付金の支給申込み等） 

第１１条 市長は、第６条の規定にかかわらず、第３条に規定する支給対象者のうち必要

と認めるものに対し、支援給付金の支給の申込みを行うことができる。 

２ 前項の規定による申込みを受けた支給対象者は、給付金の受取口座の変更又は受給の

拒否を届け出ることができる。この場合において、当該変更の届出は物価高騰非課税世

帯支援給付金受取口座変更の届出書（様式第３号）、当該拒否の届出は物価高騰非課税

世帯支援給付金受給拒否の届出書（様式第４号）により行わなければならない。 

３ 市長は、第１項の申込みから１０日以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を

決定し、支給対象者に支給するものとする。 

（支援給付金の支給等に関する周知等） 

第１２条 市長は、支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、確認書等

受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うもの

とする。 

（確認書等の提出が行われなかった場合等の取扱い） 

第１３条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第６条

の規定による確認書等の提出が第８条の確認書等の提出期限までに行われなかった場合

は、支給対象者が支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。 

２ 市長が第９条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等が

あり、確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰

すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみな 

す。 

（不当利得の返還） 

第１４条 市長は、偽りその他不正の手段により支援給付金の支給を受けた者に対して 

は、支給を行った支援給付金の返還を求めるものとする。 

（受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第１５条 支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この告示は、令和７年２月３日から施行する。 
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別記（第５条関係） 

１ 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い 

（１）以下に掲げる事例であって、かつ、（２）の申出者の満たすべき一定の要件を満た

しており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者（以下「申出者」という。）

については、基準日時点で申出者が本市に住民票が所在しない場合にも、当該申出者

を本市における支援給付金の受給権者とする。 

ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者（女性相談

支援センター一時保護所（一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。）又は女性自

立支援施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族 （配偶者を除く。以下同じ。）

など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にして

いる入所者を含む。）及びその同伴者であって、基準日において本市に住民票を移

していない者 

イ 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難して

いる者が自宅には帰れない事情を抱えているもの 

（２）申出者の満たすべき一定の要件は、次のアからエまでに掲げる要件のいずれかを満

たすものとする。 

ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法

律（平成１３年法律第３１号）第１０条第１項に基づく接近禁止命令又は第１０条

の２に基づく退去等命令が出されていること。 

イ 女性相談支援センターによる「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明 

書」（親族からの暴力を理由に女性相談支援センター一時保護所又は女性自立支援

施設に入所している者に女性相談支援センターにより発行される「配偶者からの暴

力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。）が

発行されていること。なお、女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関（配

偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担

当部署）や行政機関や関係機関と連携してＤＶ被害者支援を行っている民間支援団

体（女性自立支援事業委託団体、地域ＤＶ協議会参加団体、補助金等交付団体）が

発行した証明書においても、上記証明書と同様のものとして取り扱う。 

ウ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領 

（昭和４２年自治振第１５０号等自治省行政局長等通知）に基づく支援措置の対象

となっていること。 

エ アからウに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性が

ないと認められること。ただし、女性自立支援施設等に申出者が児童とともに入所し

ている場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されてい

る場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計

が同一ではないと判断することができる場合を含む。 

２ 措置入所等児童の取扱い 

基準日において、以下の（１）から（６）までのいずれかに該当する児童（児童（基

準日時点で満１８歳に満たない者をいう。以下同じ。）及び児童以外の者（基準日時点
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で原則として満２２歳に達する日の属する年度の末日までにある者（疾病等やむを得な

い事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。））及

び（６）における母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。）については、本市に

おける支援給付金の受給権者とする。 

（１）児童福祉法第２７条第１項第３号の規定により同法第６条の３第８項に規定する小

規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第６条の４に規定する里親に委託されて 

いる児童 （保護者 （児童福祉法第６条に規定する保護者をいう。 （２）において同じ。）

の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児

童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、２月以内の期間を定めて行わ

れる委託をされている児童を除く。） 

（２）児童福祉法第２７条第１項第３号の規定により入所措置が採られて同法第４２条に

規定する障害児入所施設（以下「障害児入所施設」という。）に入所し、若しくは同

法第２７条第２項の規定により同法第６条の２の２第３項に規定する指定発達支援 

医療機関（以下「指定発達支援医療機関」という。）に入院し、又は同法第２７条第

１項第３号若しくは第２７条の２第１項の規定により入所措置が採られて同法第 

３７条に規定する乳児院、同法第４１条に規定する児童養護施設、同法第４３条の２

に規定する児童心理治療施設若しくは同法第４４条に規定する児童自立支援施設（以

下「乳児院等」という。）に入所している児童（当該児童心理治療施設又は児童自立

支援施設に通う者、２月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指

定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若

しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に 

困難となったことに伴い、２月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をして

いる児童を除く。） 

（３）身体障害者福祉法第１８条第２項若しくは知的障害者福祉法第１６条第１項第２号

の規定により入所措置が採られて障害者支援施設（障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５条第１１項に規定す

る障害者支援施設をいう。）又はのぞみの園（独立行政法人国立重度知的障害者総合

施設のぞみの園法（平成１４年法律第１６７号）第１１条第１号の規定により独立行

政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。）に入所して

いる児童（２月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、１８歳に達す

る日以後の最初の３月３１日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者 

に限る。） 

（４）生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第３０条第１項ただし書の規定により同

法第３８条第２項に規定する救護施設、同条第３項に規定する更生施設若しくは同法

第３０条第１項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は困難な問題

を抱える女性への支援に関する法律（令和４年法律第５２号）第１２条に規定する女

性自立支援施設に入所している児童（２月以内の期間を定めて行われる入所をしてい

る者及び一時保護委託がされている者を除き、１８歳に達する日以後の最初の３月 

３１日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。） 
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（５）児童福祉法第２５条の７第１項第３号の規定により同法第６条の３第１項に規定す

る児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等（２月以内の期間を定め

て行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社

会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。） 

（６）児童福祉法第２３条第１項の規定により同法第３８条に規定する母子生活支援施設

（以下「母子生活支援施設」という。）に入所している者（２月以内の期間を定めて

行われる入所をしている者を除く。） 

３ 入所措置等が採られている障害者・高齢者の取扱い 

以下の（１）又は（２）のいずれかに該当する「措置入所等障害者」及び「措置入所

等高齢者」 （以下「措置入所等障害者・高齢者」という。）であって、基準日において、

本市の住民基本台帳に記録されている者については、本市における支援給付金の受給権

者とする。ただし、本市で入所等の措置を講じ、施設所在市町村に住民票を移していな

い措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が措置入所等担当から給付金担当に対し

て行われた場合、当該措置入所等障害者・高齢者に対して支援給付金を支給する。 

（１）「措置入所等障害者」とは、身体障害者福祉法第１８条第１項若しくは第２項又は

知的障害者福祉法第１５条の４若しくは第１６条第１項第２号の規定による措置が

採られている者（措置が採られている者には、措置施設入所者や措置入所に準ずるも

のとして措置権者が適当と認める者（成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人

及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。）を含む。以下

同じ。）（２月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。） 

（２）「措置入所等高齢者」とは、老人福祉法第１０条の４第１項及び第１１条第１項の

規定による入所等の措置等が採られている者（２月以内の期間を定めて行われる入所

等をしている者を除く。） 

４ ホームレス等の取扱い 

居住が安定していないいわゆるホームレスの者や事実上ネットカフェに寝泊まりし 

ている者であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていないものについ

て、基準日の翌日以降、本市に住民基本台帳に記録されたときは、支援給付金の受給権

者とする。 

５ 無戸籍者の取扱い 

現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸

籍であると市長に申し出たものについて、法務局等において無戸籍者として把握してい

ることを市長が相当と認めるときは、支援給付金の受給権者とする。 
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様式第１号（第６条関係） 
 
 
 
 
 

年  月  日 
綾部市長             

 

物価高騰非課税世帯支援給付金支給要件確認書（請求書） 

 本給付金について、あなたの世帯は支給対象者に該当しますので、支給予定額をお知らせします。  

 以下の内容を確認して、    年  月  日までに、この確認書を必ず返送してください。 

 期日までに返送されない場合、給付金の支給はできません。 
 

 ●加算対象となるこども（同一世帯の平成１８年４月２日以降に出生したこども）の状況 

 氏 名 生年月日  氏 名 生年月日 

１ 

  

５   

２   ６   

３   ７   

４   ８   
 
□基準日時点での加算対象となるこどもの人数に間違いはありません。（空欄の場合は□にチェック✔は不要） 

     
支 給 額                 円 

支 給 日   

支給方法   
 
● 受給要件を確認してください（□にチェック✔をしてください。）。 

□ （１）世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の家族や親族等の扶養を受けていません。 

□ （２）世帯の中に住民税均等割が課税となる所得があるのに未申告である者はいません。 

    ※ （1）及び（２）の両方にチェック✔がある場合に限り、支給対象に該当し、給付金が受け取れます。 
 
 ※ 本給付金を受給しない場合は、右欄の□にチェック✔し、理由を記入してください。 □ 【理由：            】 
 
● 受給する口座を以下の欄に記入してください。  

（長期間入出金のない口座を記入しないでください。） 

  注）金融機関で口座が作れない等、どうしても口座による受取ができない方は、綾部市役所（     ）（0773-42-3280（代）   ）までご連絡ください。 

 
 

● 世帯主の方が記入してください。 

上記記入内容に相違ありません。 

世帯主氏名  確認日     年   月   日 
連絡先 

電話番号 
 

※代理人が対象世帯主の代わりに確認・請求・受給する場合は、右面の【代理確認・受給を行う場合】にも記入してください。 

 

 下記の口座への振込みを希望します。 

（右面、振込先金融機関口座と本人（代理人）確認書類の添付が必要です。） 

金融機関名 支店名 分類 
口座番号 

※右詰めでご記入ください。 
口座名義（カナ） 

※通帳の表記に合わせてください。 

  1 普通 

2 当座 
        

金融機関番号     店番号    

ゆうちょ銀行 通帳記号 
6 桁目がある場合、※に記入 

 

通帳番号 
※右詰めでご記入ください。 

口座名義（カナ） 
※通帳の表記に合わせてください。 

ゆうちょ銀行を指定される場合は、

貯金通帳の見開き左上又はキャッ

シュカードに記載された記号・番号

をご記入ください。 

１    ０ 
※ 

         

 
 
 
 
        様 
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【代理確認・受給を行う場合】 

代

理

人 

フリガナ 申請者との 

関係 

代理人 

生年月日 
代理人住所 

代理人氏名 

 

 

  

 

   年  月  日 

 

 

日中に連絡可能な電話番号          （     ） 

 

上記の者を代理人と認め、 

   本給付金の        確認・請求           を委任します。 

                  受給               ←法定代理の場合は、 

                  確認・請求及び受給       委任方法の選択は不要です。 

世帯主氏名 

署名又は記名押印 

 

 ㊞ 

（注）代理人名ではありません。 

※ 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる場合は、支給対象となりません。 

※ 確認内容が誤っている場合は、給付金の返還を求める場合があります。 

   また、意図的に虚偽の記載をした場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。 

※    年  月  日までに返信がない場合及び返信した確認書に不備があり市が定める期限までに必要な修正が行われない場合 

  は、本給付金の支給を辞退したとみなします。 

振込先金融機関口座確認書類貼付箇所 

    * 左面に記入した口座の確認書類を添付してください。 

 

  確認書類：受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人（カナ）が分かる 

       通帳やキャッシュカードの写し 

本人（代理人）確認書類貼付箇所 

確認書類：マイナンバーカード（表面のみ）、運転免許証、障害者手帳等顔写真付きのものの写し 

      （いずれか１つ） 

上記以外は、年金手帳、介護保険証、後期高齢者医療証等からいずれか２つ以上を添付 

※代理による場合は、本人及び代理人の本人確認書類を添付 
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月 （ ）

※日中に連絡可能な電話番号を記載してください。

２．申請者が属する世帯の状況　※令和６年１２月１３日時点の世帯の全ての構成員及び世帯員に扶養されているこどもについて記載
　（令和６年１２月１３日から令和７年３月３１日までに出生したこどもについても記載）

※下欄に記載し、振込先金融機関口座確認書類を添付してください。

【受取口座記入欄】

1

こども加算(１８
歳以下)世帯員
に扶養されて

いるこども

□こども加算
対象
□対象外

□非課税
□課税（均等割のみ）
□課税（所得あり）
□未申告

□こども加算
対象
□対象外

□こども加算
対象
□対象外

□こども加算
対象
□対象外

□現住所と同一
□異なる

（　フ　リ　ガ　ナ　）

電話

（　フ　リ　ガ　ナ　）

氏　　　　　名

３．振込口座（原則、１．の申請・請求者名義の口座）※長期間入出金のない口座を記入しないでください。

ゆうちょ銀行

ゆうちょ銀行を指定される場合は、貯金通帳の見開き左
上又はキャッシュカードに記載された記号・番号をご記
入ください。

　

現住所と令和６年１月１日
時点の住所が異なる

年

月 日

月 日

月 日

物価高騰非課税世帯支援給付金申請書（請求書）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（申請を必要とする世帯の場合）　　　　　　　申請日　　　年　　月　　日

様式第２号（第６条関係）

支店名

日

生 年 月 日

申請者との
続柄

本人

□現住所と同一
□異なる

□非課税
□課税（均等割のみ）
□課税（所得あり）
□未申告

年

□非課税
□課税（均等割のみ）
□課税（所得あり）
□未申告

口座名義（カナ）

□こども加算
対象
□対象外

日

□非課税
□課税（均等割のみ）
□課税（所得あり）
□未申告

4

裏面の【誓約・同意事項】を全て確認しチェックしました。全ての内容に誓約・同意の上、申請します。

氏　　　　　名

通帳番号
（右詰めでご記入ください。）

本・支店
本・支所
出張所

月

年

年

口座番号
（右詰めでご記入ください。）

分類 　　　　　　※「１．申請・請求者」名義に限る。
　　　　　　※通帳の表記に合わせてください。

口座名義(カナ)
※通帳の表記に合わせてください。

(申請者)
□現住所と同一
□異なる

2

年

支給市区町村（※令和６年１２月１３日時点の市区町村）

綾部市長 様

1

１．申請・請求者（世帯主）

3 □現住所と同一
□異なる

□現住所と同一
□異なる

□非課税
□課税（均等割のみ）
□課税（所得あり）
□未申告

5

現　　　住　　　所

※ 金融機関で口座が作れない等、どうしても口座による受取ができない方は、綾部市役所（　　　　　）（0773-42-3280(代)　　   )までご連絡くだ
さい。

裏面も必ずご確認ください

店番号

0

※

5.農協
6.漁協
7.信漁連

金　融　機　関　名

1普通

2当座

マイナンバー

生年月日

金融機関番号

1.銀行
2.金庫
3.信組
4.信連

令和６年度
住民税課税状況異なる場合には令和６年１月１日

時点の住所を記載

通帳記号
6桁目がある場合、

※欄に記入

市区町村

受付印

告　示
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※必要事項をご記入ください。

『申請・請求者本人確認書類の写し（コピー）』

※

『受取口座を確認できる書類の写し（コピー）』

※

※【誓約・同意事項】のチェック漏れや、添付書類の不備はありませんか（チェック漏れや添付書類の不備がある場合、給付を受けられません。）。

本申立ての内容に相違ありません。

　　　　　　年　　　　月　　　　日 申請者氏名

提出書類

⑥

給付金の支給要件の該当性等を審査等するため、市が必要な住民基本台帳情報、税情報等の公簿等の確認を行うこと
や必要な資料の提供を他の行政機関等に求める・提供することに同意します。

通帳やキャッシュカードの写し（コピー）など、受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人（カナ）を確認でき
る部分の写し（コピー）をご用意ください。

申請・請求者のマイナンバーカード（表面のみ）、運転免許証、障害者手帳等顔写真付きのものの写し（いずれか１つ）
上記以外は、年金手帳、介護保険証、後期高齢者医療証等からいずれか２つ以上をご用意ください。

①

物価高騰非課税世帯支援給付金（以下「給付金」という。）の支給要件（※）に該当します。
※　給付金の支給対象となるためには、以下の要件を全て満たすことが必要です。

　ア　世帯の全員が、令和６年度住民税均等割非課税世帯である。
　イ　世帯の全員が、令和６年度住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けている世帯ではない。
　（注）住民税における取扱いとして、扶養を受けているか分からないときは、両親やこども等、家族に確認してください。
　ウ　世帯の中に、租税条約による免除の適用を届け出ている者はいない。
　エ　こども加算の対象となるこどもは、申請者（世帯員を含む。）と生計を同一にするこどもである。

既に他市町村において、同様の給付金の支給を受けた世帯ではありません。

② 世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者はいません。

公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。

この申請書は、市において支給決定をした後は、給付金の請求書として取り扱います。

市が支給決定をした後、申請書（請求書）の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、市が定める期間
までに、市が申請・請求者に連絡・確認できない場合に、給付金が支給されないことに同意します。

③

④

⑤

物価高騰非課税世帯支援給付金申請書（請求書）

□ 以下の全ての誓約・同意事項について確認し、誓約・同意します。

⑧

（申請を必要とする世帯の場合）（本書）

【誓約・同意事項】　※全ての項目を確認し、□にチェック（レ）してください。

⑦

給付金の支給後、本申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や給付金の支給要件に該当しないことが
判明した場合には、給付金を返還します。

告　示
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様式第３号（第１１条関係）

  年  月  日
綾 部 市 長 様

 
※日中に連絡可能な電話番号

年 月 日 連絡先電話番号

２ 新規受取口座（原則、届出者（世帯主）本人名義の口座）
【受取口座記入欄】

店番号

1 0 ※

 □『物価高騰非課税世帯支援給付金受取口座変更の届出書』（本書）
※必要事項をご記入ください。

 □『受取口座を確認できる書類の写し（コピー）』
※受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人（カナ）が分かる通帳やキャッシュカードの写し（コピー）

 □『届出者（本人）や代理人確認書類の写し（コピー）』
※届出者（本人）や代理人の運転免許証、マイナンバーカード（表面）、パスポート、年金手帳等の写し（コピー）等からいずれか１つ
 上記以外は、年金手帳、介護保険証、後期高齢者医療証等からいずれか２つ以上

 代理人が届出する場合や、代理人の口座に振り込む場合は、以下に記入してください。
【代理届出・受給を行う場合】

年 月 日
日中に連絡可能な電話番号 （   ）

上記の者を代理人と認め、 署名（又は記名押印）

 本給付金の を委任します。 印
←法定代理の場合は、
 委任方法の選択は不要です。

世帯主氏名

本･支店
本･支所
出張所

通帳記号
6桁目がある場合、※に記入

  1.銀行 4.信連 7.信漁連
  2.金庫 5.農協
  3.信組 6.漁協

金融機関番号

給付対象
世帯主氏名

（注）金融機関で口座が作れない等、どうしても口座による受け取りができない方は、綾部市役所（    ）（0773-42-3280(代)   )までご連絡ください。

フリガナ
代理人氏名

届 出
届 出 ・ 受 給

※右詰めでご記入ください。

ゆうちょ銀行を指定される場合は、貯金通帳の見開き左上又はキャッシュ
カードに記載された記号・番号をご記入ください。

金融機関名 支店名 口座名義(カナ)

物価高騰非課税世帯支援給付金受取口座変更の届出書

※通帳の表記に合わせてください。

口座名義(カナ)
※通帳の表記に合わせてください。

分類

1普通
2当座

口座番号
※右詰めでご記入ください。

通帳番号

裏面に提出書類を添付してください

１ 届出者（世帯主）の方が記入してください。
 物価高騰非課税世帯支援給付金の支給について、次のことに同意し、振込口座等を届け出ます。
※   年  月  日までに本届出書を提出してください。
※届出書の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、   年  月  日までに
 不備が補正されない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなします。

届出日

提出書類

代
理
人

届出者との
関係

代理人生年月日 代理人住所

ゆうちょ銀行

告　示
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      振込先金融機関口座確認書類貼付箇所
    確認書類：受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳や
           キャッシュカードの写し

                         表面の新規受取口座への振込みを希望される場合は、
                            ここに確認書類を添付してください。

本人（代理人）確認書類貼付箇所
確認書類：マイナンバーカード（表面のみ）、運転免許証、障害者手帳等顔写真付きのものの写し（いずれか１つ）

上記以外は、年金手帳、介護保険証、後期高齢者医療証等からいずれか２つ以上を添付
※代理による場合は、本人及び代理人の本人確認書類を添付

告　示
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印

  　　　年　　　月　　　日

届出者住所

本人確認書類貼付箇所

※マイナンバーカード（表面のみ）、運転免許証、障害者手帳等顔写真付きのものの写しからいずれか１つ
上記以外は、年金手帳、介護保険証、後期高齢者医療証等からいずれか２つ以上を添付

様式第４号（第１１条関係）

物価高騰非課税世帯支援給付金受給拒否の届出書

届出者氏名

届出者連絡先　　　　　　　　　　（　　　　　　）

1, 　私は、「物価高騰非課税世帯支援給付金」の受給について拒否することを、こ
こに届け出ます。

2, 　本届出により、「物価高騰非課税世帯支援給付金」の受給を拒否する者が本
人であることを証明するため、本人確認書類を下欄に貼付し提出します。

綾部市長　様

※署名又は記名押印

市区町村

受付印

告　示
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綾部市公告第２号  
 
 次の書類は、地方税法第２０条の２の規定に基づき公告する。  
 なお、送達すべき書類は、綾部市企画総務部税務課において保管し、送達を受けるべき

者の申出があれば交付する。  
 
 
  令和７年１月９日  
 
 
                           綾部市長 山 崎 善 也  
 
 
（以下掲示済） 
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綾部市公告第３号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の４６第１項の規定により、次の

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について公告を求める旨の申請があ

ったことについて、当該申請を相当と認めましたので、同条第２項の規定により次のと

おり公告します。 

当該認可地縁団体が所有する次の不動産について、その所有権の保存又は移転の登記

をすることについて異議のある登記関係者等は、この公告期間内にお申し出ください。 

なお、異議を述べることができる登記関係者等は、当該不動産の表題部所有者若しく

は所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は当該不動産の所有権を有すること

を疎明する者です。 

 

  令和７年１月１０日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

 

１ 申請を行った認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所の所在地 

（１）名称 

山田自治会 

（２）区域 

綾部市八津合町山田及び、山ノ神の区域 

（３）主たる事務所の所在地 

京都府綾部市八津合町山ノ神２７番乙 

 

２ 申請不動産に関する事項 

・土地 

番 号 地  目 面  積 所  在  地 

 

① 

 

宅地 

 

１８１．８１平方メートル 

 

京都府綾部市八津合町山ノ神２７番乙 

 

② 

 

田 

 

６４１平方メートル 

 

京都府綾部市八津合町山ノ神５番１ 

 

③ 

 

原野 

 

６９平方メートル 

 

京都府綾部市八津合町下布前２８番 

 

④ 

 

原野 

 

１３２平方メートル 

 

京都府綾部市八津合町下布前２７番１ 

 

⑤ 

 

公衆用道路 

 

４９平方メートル 

 

京都府綾部市八津合町下布前２７番２ 

 

⑥ 

 

山林 

 

１７０６平方メートル 

 

京都府綾部市八津合町小畑１１番１ 

 

⑦ 

 

保安林 

 

７０６１平方メートル 

 

京都府綾部市八津合町目白２７番２ 
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・表題部所有者又は所有権の登記名義人の氏名及び住所 

 

①綾部市八津合町山ノ神２７番乙 

 

  氏 名 石原儀之助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山田４２番地 

 

  氏 名 井関重助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１８２番戸 

 

 氏 名 石原亀吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１８３番戸 

 

  氏 名 石原國藏 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１８５番戸 

 

  氏 名 田中民吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９０番戸 

 

  氏 名 田中長吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９２番戸 

 

  氏 名 井関祐三郎 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９３番戸 

 

  氏 名 井関慶助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９６番戸 

 

  氏 名 岸本吉之助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９９番戸 

 

  氏 名 井関重吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合２００番戸 

 

⑧ 

 

保安林 

 

２９７５平方メートル 

 

京都府綾部市八津合町目白２７番４ 

 

⑨ 

 

山林 

 

５２７９平方メートル 

 

京都府綾部市八津合町目白２７番１０ 

 

⑩ 

 

山林 

 

１５８６７平方メートル 

 

京都府綾部市八津合町瀬尾谷奥４番１ 

 

⑪ 

 

保安林 

 

４８１０９平方メートル 

 

京都府綾部市睦合町通谷北側１番３ 

 

⑫ 

 

保安林 

 

９９１７平方メートル 

 

京都府綾部市睦合町通谷１番５ 

 

⑬ 

 

原野 

 

５９平方メートル 

 

京都府綾部市八津合町水ノ本１番乙 
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  氏 名 田中猪之助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山ノ神３４番地 

 

  氏 名 田中芳太郎 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山ノ神５７番地 

 

  氏 名 岸本忠治 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山田３７番地 

 

  氏 名 田中正文 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山ノ神５７番地 

 

  氏 名 石原一 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山田２９番地 

 

  氏 名 井関治 

  住 所  京都府綾部市八津合町山ノ神５３番地 

 

 

②綾部市八津合町山ノ神５番１ 

 

  氏 名 岸本忠治 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山田３７番地 

 

  氏 名 井関百太郎 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１８２番戸 

 

  氏 名 田中数之助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９０番戸 

 

  氏 名 岸本𠮷之助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９９番戸 

 

  氏 名 井関建太郎 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合２００番戸 

 

  氏 名 田中芳太郎 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山ノ神５７番地 

 

  氏 名 石原眞信 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山田２６番地ノ２ 

 

  氏 名 石原儀一 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山田４２番地 
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  氏 名 石原實太郎 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山田３４番地 

 

  氏 名 田中愛之助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９２番戸 

 

  氏 名 田中弥一郎 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山ノ神３４番地 

 

  氏 名 井関保 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山ノ神５１番地 

 

  氏 名 井関春𠮷 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山ノ神５４番地 

 

  氏 名 田中正文 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山ノ神５７番地 

 

  氏 名 山田農事実行組合 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山ノ神２７番地ノ２ 

 

  氏 名 井関治 

  住 所  京都府綾部市八津合町山ノ神５３番地 

 

 

③綾部市八津合町下布前２８番 

 

  氏 名 井関重助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１８２番戸 

 

  氏 名 石原亀吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１８３番戸 

  

  氏 名 石原國藏 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１８５番戸 

 

  氏 名 田中民吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９０番戸 

 

  氏 名 田中長吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９２番戸 

 

  氏 名 井関祐三郎 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９３番戸 
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  氏 名 井関慶助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９６番戸 

  

  氏 名 岸本吉之助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９９番戸 

 

  氏 名 井関重吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合２００番戸 

 

  氏 名 石原儀之助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山田４２番地 

 

  氏 名 井関松太郎 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山ノ神５３番地 

  

  氏 名 田中猪之助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山ノ神３４番地 

 

  氏 名 田中芳太郎 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山ノ神５７番地 

 

  氏 名 岸本忠治 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山田３７番地 

   

  氏 名 田中正文 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山ノ神５７番地 

  

  氏 名 山田農事実行組合 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山ノ神２７番地ノ２ 

 

 

④綾部市八津合町下布前２７番１ 

 

  氏 名 井関重助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１８２番戸 

 

  氏 名 石原亀吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１８３番戸 

  

  氏 名 石原國藏 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１８５番戸 

 

  氏 名 田中民吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９０番戸 
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  氏 名 田中長吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９２番戸 

 

  氏 名 井関祐三郎 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９３番戸 

 

  氏 名 井関慶助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９６番戸 

 

  氏 名 岸本吉之助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９９番戸 

 

  氏 名 井関重吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合２００番戸 

 

  氏 名 石原儀之助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山田４２番地 

       

  氏 名 田中猪之助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山ノ神３４番地 

 

  氏 名 田中芳太郎 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山ノ神５７番地 

 

  氏 名 岸本忠治 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山田３７番地 

 

  氏 名 田中正文 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山ノ神５７番地 

  

氏 名 山田農事実行組合 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山ノ神２７番地ノ２ 

 

  氏 名 井関治 

  住 所  京都府綾部市八津合町山ノ神５３番地 

 

  

⑤綾部市八津合町下布前２７番２ 

 

  氏 名 井関重助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１８２番戸 

 

  氏 名 石原亀吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１８３番戸 
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  氏 名 石原國藏 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１８５番戸 

 

  氏 名 田中民吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９０番戸 

 

  氏 名 田中長吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９２番戸 

 

  氏 名 井関祐三郎 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９３番戸 

 

  氏 名 井関慶助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９６番戸 

 

  氏 名 岸本吉之助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９９番戸 

 

  氏 名 井関重吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合２００番戸 

 

  氏 名 石原儀之助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山田４２番地 

       

  氏 名 田中猪之助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山ノ神３４番地 

 

  氏 名 田中芳太郎 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山ノ神５７番地 

 

  氏 名 岸本忠治 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山田３７番地 

 

  氏 名 田中正文 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山ノ神５７番地 

  

  氏 名 山田農事実行組合 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山ノ神２７番地ノ２ 

 

  氏 名 井関治 

  住 所  京都府綾部市八津合町山ノ神５３番地 

 

 

⑥綾部市八津合町小畑１１番１ 
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  氏 名 井関重助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１８２番戸 

 

  氏 名 石原亀吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１８３番戸 

  

  氏 名 石原國藏 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１８５番戸 

 

  氏 名 田中民吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９０番戸 

 

  氏 名 田中長吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９２番戸 

 

  氏 名 井関祐三郎 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９３番戸 

 

  氏 名 井関慶助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９６番戸 

 

  氏 名 岸本吉之助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９９番戸 

 

  氏 名 井関重吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合２００番戸 

 

  氏 名 石原儀之助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山田４２番地 

       

氏 名 田中猪之助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山ノ神３４番地 

 

  氏 名 田中芳太郎 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山ノ神５７番地 

 

  氏 名 岸本忠治 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山田３７番地 

   

  氏 名 田中正文 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山ノ神５７番地 

  

  氏 名 山田農事実行組合 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山ノ神２７番地ノ２ 
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  氏 名 井関治 

  住 所  京都府綾部市八津合町山ノ神５３番地 

 

 

⑦綾部市八津合町目白２７番２ 

 

  氏 名 石原亀吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１８３番戸 

 

  氏 名 石原國藏 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１８５番戸 

 

  氏 名 田中猪之助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山ノ神３４番地 

 

  氏 名 田中民吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９０番戸 

 

  氏 名 田中長吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９２番戸 

 

  氏 名 井関祐三郎 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９３番戸 

 

  氏 名 井関慶助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９６番戸 

 

  氏 名 石原儀之助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山田４２番地 

 

  氏 名 岸本吉之助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９９番戸 

 

  氏 名 井関重吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合２００番戸 

 

  氏 名 山本才吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合２０４番戸 

 

  氏 名 福岡伊之助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字竹原ノ下２６番地 

 

  氏 名 片岡廣吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字竹原ノ下２０番地 
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  氏 名 山本源右衞門 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合２１３番戸 

 

  氏 名 片岡重助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字竹原１４番地 

 

  氏 名 福岡庄吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字堂賀迫４１番地 

 

  氏 名 田中芳太郎 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山ノ神５７番地 

 

  氏 名 岸本忠治 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山田３７番地 

 

  氏 名 田中正文 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山ノ神５７番地 

 

  氏 名 田中愛之助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９２番戸 

 

  氏 名 石原友吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山田２６番地ノ２ 

 

  氏 名 井関治 

  住 所  京都府綾部市八津合町山ノ神５３番地 

 

 

⑧綾部市八津合町目白２７番４ 

 

  氏 名 田中正文 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山の神５７番地 

 

  氏 名 石原正夫 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山田４２番地 

 

  氏 名 岸本宗二 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山田３９番地の１ 

 

  氏 名 井関重雄 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山田３８番地 

 

  氏 名 石原俊治 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山田２６番地の２ 
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  氏 名 石原経雄 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山田３４番地 

 

  氏 名 岸本三郎 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山田３７番地 

 

  氏 名 田中弥寿男 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山の神３４番地 

 

  氏 名 田中正義 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山の神４０番地の３ 

 

  氏 名 田中勝美 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山の神４４番地の１ 

 

  氏 名 井関祐 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山の神５１番地 

 

  氏 名 井関治 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山の神５３番地 

 

  氏 名 井関章夫 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山の神５４番地 

 

 

⑨綾部市八津合町目白２７番１０ 

 

  氏 名 田中正文 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山の神５７番地 

 

  氏 名 石原正夫 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山田４２番地 

 

  氏 名 岸本宗二 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山田３９番地の１ 

 

  氏 名 井関重雄 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山田３８番地 

 

  氏 名 石原俊治 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山田２６番地の２ 

 

  氏 名 石原經雄 

 住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山田３４番地 
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  氏 名 岸本三郎 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山田３７番地 

 

  氏 名 田中弥寿男 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山の神３４番地 

 

  氏 名 田中正義 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山の神４０番地の３ 

 

  氏 名 田中勝美 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山の神４４番地の１ 

  

  氏 名 井関祐 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山の神５１番地 

 

  氏 名 井関治 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山の神５３番地 

 

  氏 名 井関章夫 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山の神５４番地 

 

 

⑩綾部市八津合町瀬尾谷奥４番１ 

 

  氏 名 石原亀吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１８３番戸 

 

  氏 名 石原國藏 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１８５番戸 

 

  氏 名 田中猪之助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山ノ神３４番地 

 

  氏 名 田中民吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９０番戸 

 

  氏 名 田中長吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９２番戸 

 

 氏 名 井関祐三郎 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９３番戸 

 

  氏 名 井関慶助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９６番戸 
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  氏 名 石原儀之助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山田４２番地 

 

  氏 名 岸本吉之助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９９番戸 

 

  氏 名 井関重吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合２００番戸 

 

  氏 名 福岡豊吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字竹原ノ下３７番地 

 

  氏 名 山本才吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合２０４番戸 

 

  氏 名 山本石吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字竹原ノ下２３番地 

 

  氏 名 片岡廣吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字竹原ノ下２０番地 

 

  氏 名 山本源右衞門 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合２１３番戸 

 

  氏 名 片岡重助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字竹原１４番地 

 

  氏 名 福岡庄吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字堂賀迫４１番地 

 

 氏 名 田中芳太郎 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山ノ神５７番地 

 

  氏 名 岸本忠治 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山田３７番地 

 

  氏 名 岸本宗二 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９９番戸 

 

  氏 名 田中正文 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山ノ神５７番地 

 

氏 名 岸本忠治 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山田３７番地 

 

公　告

33



 

 

  氏 名 井関治 

  住 所  京都府綾部市八津合町山ノ神５３番地 

 

 

⑪綾部市睦合町通谷北側１番３ 

 

  氏 名 石原正夫 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山田４２番地 

 

  氏 名 岸本宗二 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山田３９番地の１ 

 

  氏 名 井関重雄 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山田３８番地 

 

  氏 名 石原俊治 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山田２６番地の２ 

 

  氏 名 石原経雄 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山田３４番地 

 

  氏 名 田中弥寿男 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山の神３４番地 

   

  氏 名 田中正義 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山の神４０番地の３ 

 

  氏 名 田中勝美 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山の神４４番地の１ 

 

  氏 名 井関祐 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山の神５１番地 

 

  氏 名 井関治 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山の神５３番地 

 

  氏 名 井関章夫 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山の神５４番地 

 

  氏 名 田中正幸 

  住 所  大阪府高槻市東五百住町三丁目２３番２８号 

 

  氏 名 岸本敏男 

  住 所  京都府綾部市八津合町山田３７番地 
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⑫綾部市睦合町通谷１番５ 

 

  氏 名 石原正夫 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山田４２番地 

 

  氏 名 岸本宗二 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山田３９番地の１ 

 

  氏 名 井関重雄 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山田３８番地 

 

  氏 名 石原俊治 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山田２６番地の２ 

 

  氏 名 石原経雄 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山田３４番地 

 

  氏 名 田中弥寿男 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山の神３４番地 

 

  氏 名 田中正義 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山の神４０番地の３ 

 

  氏 名 田中勝美 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山の神４４番地の１ 

 

  氏 名 井関祐 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山の神５１番地 

 

  氏 名 井関治 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山の神５３番地 

 

  氏 名 井関章夫 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村大字八津合小字山の神５４番地 

 

  氏 名 田中正幸 

  住 所  大阪府高槻市東五百住町三丁目２３番２８号 

 

  氏 名 岸本敏男 

  住 所  京都府綾部市八津合町山田３７番地 

 

 

⑬綾部市八津合町水ノ本１番乙 
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  氏 名 井関重助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１８２番戸 

 

  氏 名 石原亀𠮷 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１８３番戸 

  

  氏 名 石原国藏 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１８５番戸 

 

  氏 名 田中民吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９０番戸 

 

  氏 名 田中長吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９２番戸 

 

  氏 名 井関祐三郎 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９３番戸 

 

  氏 名 井関慶助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９６番戸 

 

  氏 名 岸本吉之助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合１９９番戸 

 

  氏 名 井関重吉 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合２００番戸 

 

  氏 名 石原儀之助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山田４２番地 

       

氏 名 田中猪之助 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山ノ神３４番地 

 

  氏 名 田中芳太郎 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山ノ神５７番地 

   

  氏 名 岸本忠治 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山田３７番地 

 

  氏 名 田中正文 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山ノ神５７番地 

  

  氏 名 山田農事実行組合 

  住 所  京都府何鹿郡中上林村字八津合小字山ノ神２７番地ノ２ 
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  氏 名 井関治 

  住 所  京都府綾部市八津合町山ノ神５３番地 

 

３ 公告期間 

令和７年１月１０日から令和７年４月１０日まで 

 

４ 異議を述べる方法 

地方自治法施行規則（昭和２２年内務省令第２９号）第２２条の３第３項に規定す 

る申出書の様式に必要事項を記載し、登記関係者等であること及び申出書に記載され 

た氏名及び住所を確認できる書類を添えて、綾部市市民環境部市民協働課に提出して 

ください。 
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綾部市公告第４号 
 
 
 
 次の書類は、送達を受けるべき者への送達が困難であるため、綾部市市民環境部市民・国保課に

おいて保管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 
 ここに、地方税法第２０条の２の規定により公告する。 
 
 
  令和７年１月１５日 
 
 
                           綾部市長 山 崎 善 也 
 
 
  （以下掲示済） 
 

公　告
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綾部市公告５号  

 

旧農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条の規定により、農用地

利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により次のとおり公告し、縦覧に供する。  

 

令和７年１月１５日  

 

綾部市長 山 崎 善 也    

 

 

１ 縦覧場所   綾部市農業委員会事務局  

 

２ 縦覧期間   令和７年１月１５日から令和７年１月３１日まで（土曜日、日曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日を除く。）  

 

３ 縦覧時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで  

公　告
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綾部市公告第６号 

 

 綾部市職員採用試験を次により実施します。 

   

  令和７年１月２１日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

 

１ 令和６年度綾部市職員採用試験を、別紙要項のとおり実施します。 

２ 本試験の合格者は、「令和６年度・令和７年度綾部市職員採用候補者名

簿」に登載し、第３次試験合格発表以後必要に応じ採用します。 
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■ 募 集 職 種   

 

保育士・ 土木技師・ 建築技師 
 

■ 受 付 期 間   

 

令和７ 年１ 月２ １ 日（ 火） ～令和７ 年１ 月３ １ 日（ 金）  

 

■ 採 用 予 定 日

令和７ 年４ 月１ 日 
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■問い合わせ先■ 

〒６ ２ ３ －８ ５ ０ １  

京都府綾部市若竹町８ 番地の１  

綾部市 市長公室 職員課 職員・ 人事担当 

          ℡０ ７ ７ ３ －４ ２ －４ ２ ２ ８  
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■ 募 集 職 種   

  

保育士・ 土木技師・ 建築技師 
 

■ 受 付 期 間   

 

令和７ 年１ 月２ １ 日（ 火） ～令和７ 年１ 月３ １ 日（ 金）  

 

■ 採 用 予 定 日

令和７ 年４ 月１ 日 
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■問い合わせ先■ 

〒６ ２ ３ －８ ５ ０ １  

京都府綾部市若竹町８ 番地の１  

綾部市 市長公室 職員課 職員・ 人事担当 

          ℡０ ７ ７ ３ －４ ２ －４ ２ ２ ８  
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綾部市公告第７号 

 

綾部市下水道排水設備指定業者規程第１３条第１項第１号に基づく指定業者を次により公表し

ます。 

 

令和７年 １月３１日 

 

   綾部市長 山 崎 善 也    

 

１ 新たに指定する業者 

事 業 所 名 代 表 者 氏 名 所 在 地 指 定 日 

ローランド工業株式会社 

チャベス 

エスティバリス

ローランド 

綾部市物部町南柏原９番地、１０番地１ 令和７年２月１日 

 

指定申請内容 

指定番号 事 業 所 名 代 表 者 氏 名 所   在   地 
技術 

者数 

２２９ ローランド工業株式会社 

チャベス 

エスティバリス 

ローランド 

綾部市物部町南柏原９番地、１０番地１ ２ 
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綾部市公告第８号  
 
 次の書類は、地方税法第２０条の２の規定に基づき公告する。  
 なお、送達すべき書類は、綾部市企画総務部税務課において保管し、送達を受けるべき

者の申出があれば交付する。  
 
 
  令和７年１月３１日  
 
 
                           綾部市長 山 崎 善 也  
 
 
（以下掲示済） 
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 綾部市公告第９号 

   

令和６年１０月１日付綾部市公告第１３９号（予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第５条の

規定に基づくインフルエンザ予防接種）の一部を以下のとおり変更（実施期間延長）する。 

 

 

令和７年２月１日 

 

                           綾部市長  山 崎  善 也  印  

 

「１ 実施期間」を令和６年１０月１日（火）～令和７年２月２８日（金）とする。 

 

＜新旧対照表＞ 

変更後 変更前 

令和６年１０月１日（火） 

～令和７年２月２８日（金） 

令和６年１０月１日（火） 

        ～令和７年１月３１日（金） 

      

 

 

「４ 実施医療機関」については下記のとおりとする  

名称 所在地 

綾 部 市 立 病 院 青野町大塚２０－１ 

綾 部 ル ネ ス 病 院 大島町二反田７－１６ 

大 久 保 医 院 本町８丁目１１５ 

志 賀 整 形 外 科 ク リ ニ ッ ク 宮代町１５ 

白 波 瀬 医 院 岡町鳥居２７－３ 

西 村 医 院 栗町小東４－３ 

野 間 医 院 八 田 診 療 所 上杉町渋市２ 

畑 内 科 医 院 青野町高田９１ 

安 村 外 科 内 科 診 療 所 井倉町大将軍３７ 

柳 川 整 形 外 科 医 院 大島町二反田７－２０ 

由 良 産 婦 人 科 小 児 科 医 院 本町１丁目２０ 

横 山 医 院 若松町庵ノ上５８－１０ 
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綾部市公告第１０号 

 

 令和６年１０月１日付綾部市公告第１３９号（予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第５条の規定

に基づく新型コロナウイルス感染症予防接種）の一部を以下のとおり変更（実施期間延長）する。 

 

 

令和７年２月１日 

 

                           綾部市長  山 崎  善 也  印  

 

「１ 実施期間」を令和６年１０月１日（火）～令和７年２月２８日（金）とする。 

 

＜新旧対照表＞ 

変更後 変更前 

令和６年１０月１日（火） 

～令和７年２月２８日（金） 

令和６年１０月１日（火） 

        ～令和７年１月３１日（金） 
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綾部市教育委員会告示第１号 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第１４条の規定

により、令和６年度第１１回（１月）綾部市教育委員会会議を次のとおり招集する。 

 

令和７年１月２２日 

                      綾部市教育委員会        

教育長 小 林  治     

 

１ 日  時   令和７年１月２７日（月）午後１時３０分から 

２ 場  所   綾部市役所 教育委員会事務局（教育長室） 

３ 付議事項 

・議第１７号 綾部市東部地域観光関連施設の設置及び管理に関する条例の一部改正 

       について 

・議第１８号 綾部市立小学校小規模特認校制度実施要綱の制定について 

・議第１９号 綾部市立小学校及び中学校通学区域の指定に関する規則の一部改正に 

ついて 

   ・議第２０号 綾部市立小学校及び中学校の指定学校の変更に関する取扱規程の改正 

          について 

 ・議第２１号 綾部市教育支援センター設置規則の一部改正について 

・議第２２号 損害賠償の額を定めることについて 
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